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仙台市介護助手活用促進事業補助金 

申請マニュアル 

 

１. 補助金の交付対象（第３条） 

この補助金を受けることができるのは、次の要件を満たした法人となります。 

(1) 仙台市内において介護サービス事業を行っている法人であること 

 →厚生労働省の「介護サービス情報公表システム※」により、事業者番号を確認します。 

(2) 市税の滞納がないこと 

  →交付申請書「４ 市税納付状況確認」にて申請者の同意を得て担当課が確認するか、 

   申請日前 30 日以内に交付を受けた「市税の滞納がないことの証明書」を添付します。 

(3) 暴力団等と関係を有していないこと 

  →申請書により誓約します。 

 

２. 補助対象となる事業（第６条） 

この補助金は、事業者が介護助手の採用活動を行った場合の経費が対象となります。 

補助金の交付を受けるには、他の制度による補助を受けていないことが要件となります。 

 

３. 補助対象経費（第７条） 

 補助対象となる経費は、次の経費のうち消費税額を含まない金額が対象です。なお、この補助

金の交付を受けられるのは、事業者が対象経費を全額負担している場合に限ります。 

(1) 介護助手を募集するための広報に要する経費（求人媒体への掲載料など） 

(2) 介護助手を募集するための事前説明会の開催に要する経費（会場の借り上げ料など） 

(3) 介護助手の雇用にあたって用意する必要がある物品に要する経費（ユニフォーム購入費

など） 

(4) その他市長が適当と認める経費 

 

４. 補助金の額（第８条） 

 事業者が支払った経費のうち、補助金として交付できるのは、３．補助対象経費の 1/2 の金額

です。また、一法人につき１会計年度あたり１８万円が補助金額の上限となります。 

 

５. 交付申請（第９条） 

事業着手（経費の支出）前に「仙台市介護助手活用促進事業補助金交付申請書（様式

第１号）」に次の書類を添えて、健康福祉局介護保険課までご提出ください。 

 なお、申請書及び添付資料の記載例は、7～9 ページをご確認ください。 
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➢ 仙台市介護助手活用促進事業に係る事業計画書 

【添付書類(例)】 

・活用する広報媒体等の詳細が確認できる資料 

・（開催する場合）事業説明会の概要が分かる資料 

 

➢ 仙台市介護助手活用促進事業に係る支出予定内訳書 

【添付書類】 

・申請する金額の内訳がわかる資料（見積書など） 

 

６. 実績報告（第１３条） 

事業完了後、「仙台市介護助手活用促進事業補助金実績報告書（様式第７号）」に次の書

類を添えて、健康福祉局介護保険課までご提出ください。 

 なお、実績報告書の記載例は、11 ページをご確認ください。 

 

➢ 仙台市介護助手活用促進事業に係る事業報告書 

【添付書類】 

 ・事業の実施内容が確認できる書類（説明会案内など） 

 

➢ 仙台市介護助手活用促進事業に係る決算内訳書 

【添付書類】 

   ・事業者が対象経費を支出したことがわかる書類（領収書の写しなど） 

 

７. 補助金額の確定～交付（第１４条） 

 実績報告の内容を確認後、補助金の確定を行います。補助金額が確定したら、事業者に確定

通知書を送付します。 

 確定通知書を受け取った事業者は、速やかに請求書をご提出ください。 
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【制度全般について】 

Ｑ１．法人本部が市外にあり、介護事業所が市内にある場合も対象にはならないのか 

Ａ１．法人本部が市外の場合であっても、市内の介護事業所で介護助手の活用を行う場合は補助

対象となります。 

 

Ｑ２．介護助手以外の職種の募集も同時に行う場合の経費は対象となるか 

Ａ２．介護助手と合わせて他の職種を募集する場合も対象となりますが、明らかに介護助手と関連の

ない場合や、介護助手が募集対象に含まれていない場合には、補助の対象外となります。 

 

Ｑ３．申請はいつまでに行う必要があるのか 

Ａ３．補助対象事業に係る経費の支出の前に申請する必要があります。 

 

 

【対象経費について】 

Ｑ４．「介護助手を募集するための広報に要する経費」とは何か 

Ａ４．介護助手を募集するためのチラシ印刷費や新聞折込費、求人媒体等への掲載料等を想定して

います。 

     また、マッチングサービスを活用した介護助手等の募集に係るシステム利用料等の経費も本補

助金の対象となります。 

 

Ｑ５．「介護助手を募集するための事前説明会の開催に要する経費」とは何か 

Ａ５．説明会に使用する会場の借り上げに要する経費、説明会に使用する音響設備等の機材や会

場の附帯設備の借り上げに要する経費などを想定しています。 

     ただし、ノベルティ作成や説明会の開催に伴う事務用品等の購入に係る消耗品費は、補助対

象外となります。 

 

Ｑ６．「介護助手の雇用にあたって用意する必要がある物品に要する経費」とは何か 

Ａ６．消耗品費（介護助手の使用するユニフォームや事務用品等の購入費など）、印刷製本費

（介護助手の業務マニュアル作成に係る費用など）、通信運搬費（採用にかかる郵送料など）   

を想定しています。 

      

Ｑ７．補助金の交付決定通知日よりも前に経費を支出した場合、補助対象となるか 

Ａ７．交付決定日よりも前に支払った経費については、補助対象外となります。 
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Ｑ８．申請時に介護助手の雇用に係る費用を補助対象経費として計上し、補助金の交付が決定し

たが、採用ができなかった。その場合、補助対象となるか 

Ａ８．採用ができなかった場合、採用活動に要した経費は補助対象となりますが、雇用に係る経費は

補助対象外となります。 

補助金額に変更が生じる場合には、事業変更承認申請書（様式第 3 号）をご提出ください。 

 

Ｑ９．介護助手を募集するために、自社で説明会を開催するのではなく、合同企業説明会に参加した

いと考えている。この場合の説明会への参加費等は対象となるか。 

Ａ９．本補助金の対象とはなりませんが、「仙台市合同企業説明会等出展支援事業補助金」の対

象となる可能性がございますので、個別にご相談ください。 

 

 

【添付書類について】 

Ｑ10．補助金申請書を提出する際に添付する資料は何か 

Ａ10．活用する広報媒体の概要がわかる資料や、申請する金額の内訳がわかる資料等を添付してく

ださい。 

 

Ｑ11．補助金実績報告書を提出する際に添付する資料は何か 

Ａ11．実施した事業の概要がわかる資料や、事業者が支出したことが確認できる契約書や領収書、

振込明細書などの写しを添付してください。 
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